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○

投
資
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
三
号
）

改

正

案

現

行

（
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
の
区
分
）

（
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
の
区
分
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

営
業
収
益
及
び
営
業
費
用
は
、
資
産
の
運
用
に
係
る
業
務
及
び
そ
の
附
帯
業

２

営
業
収
益
及
び
営
業
費
用
は
、
資
産
の
運
用
に
係
る
業
務
及
び
そ
の
附
帯
業

務
に
関
す
る
収
益
又
は
費
用
を
、
受
取
利
息
、
有
価
証
券
売
却
損
益
、
不
動
産

務
に
関
す
る
収
益
又
は
費
用
を
、
受
取
利
息
、
有
価
証
券
売
却
損
益
、
不
動
産

賃
貸
収
入
、
不
動
産
売
却
損
益
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
賃
貸
収

賃
貸
収
入
、
不
動
産
売
却
損
益
、
受
託
者
報
酬
、
委
託
者
報
酬
、
減
損
損
失
（

入
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
売
却
損
益
、
公
共
施
設
等
運
営
権
の

営
業
費
用
の
性
質
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
収
益
又
は
費
用
の
性

売
却
損
益
、
公
共
施
設
等
の
運
営
事
業
収
入
、
公
共
施
設
等
の
運
営
事
業
費
用

質
を
示
す
適
当
な
名
称
を
付
し
た
項
目
に
細
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
受
託
者
報
酬
、
委
託
者
報
酬
、
減
損
損
失
（
営
業
費
用
の
性
質
を
有
す
る
場

合
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
収
益
又
は
費
用
の
性
質
を
示
す
適
当
な
名
称
を
付
し

た
項
目
に
細
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
に
関
す
る
注
記
）

（
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
に
関
す
る
注
記
）

第
五
十
五
条
の
七

損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
に
関
す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ
る

第
五
十
五
条
の
七

損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
に
関
す
る
注
記
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

不
動
産
売
却
損
益
及
び
不
動
産
賃
貸
損
益
の
内
訳

三

不
動
産
売
買
損
益
及
び
不
動
産
賃
貸
損
益
の
内
訳

四

（
略
）

四

（
略
）

五

（
令
第
三
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
再

（
新
設
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
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の
売
却
損
益
及
び

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

賃
貸
損
益
の
内
訳

六

公
共
施
設
等
運
営
権
（
令
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運

（
新
設
）

営
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
売
却
損
益
並
び
に
公
共
施
設
等
（
民
間
資

金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
営
事
業
収
入
及
び
運
営
事
業
費
用
の
内
訳

第
五
十
七
条

投
資
信
託
委
託
会
社
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
附
属
明
細
表

第
五
十
七
条

投
資
信
託
委
託
会
社
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
附
属
明
細
表

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
属
明
細
表
と
し
て

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
属
明
細
表
と
し
て

表
示
す
べ
き
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

表
示
す
べ
き
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
明
細
表

（
新
設
）

九

公
共
施
設
等
運
営
権
等
明
細
表

（
新
設
）

十
・
十
一

（
略
）

八
・
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
運
用
報
告
書
の
表
示
事
項
等
）

（
運
用
報
告
書
の
表
示
事
項
等
）

第
五
十
八
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
用
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ

第
五
十
八
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
用
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

不
動
産
、
不
動
産
の
賃
借
権
又
は
地
上
権
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

八

不
動
産
、
不
動
産
の
賃
借
権
又
は
地
上
権
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）
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ハ

当
該
不
動
産
に
関
し
て
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
（
以
下
ハ
に

ハ

当
該
不
動
産
に
関
し
て
賃
貸
契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
（
以
下
ハ
に
お

お
い
て
「
テ
ナ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
物
件
ご
と
に
、

い
て
「
テ
ナ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
物
件
ご
と
に
、
当

当
期
末
現
在
に
お
け
る
稼
働
率
及
び
テ
ナ
ン
ト
の
総
数
並
び
に
当
該
投
資

期
末
現
在
に
お
け
る
稼
働
率
及
び
テ
ナ
ン
ト
の
総
数
並
び
に
当
該
投
資
信

信
託
財
産
の
計
算
期
間
中
に
お
け
る
全
賃
料
収
入
（
当
該
全
賃
料
収
入
に

託
財
産
の
計
算
期
間
中
に
お
け
る
全
賃
料
収
入
（
当
該
全
賃
料
収
入
に
つ

つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
表
示
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
表
示
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨

旨
）

）

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

九
～
十
三

（
略
）

九
～
十
三

（
略
）

十
四

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

イ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
名
称
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
用
に
供
す
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番
、
当
該
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
備
の
区
分
等
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成

二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
設
備
の
区

分
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

設
備
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

ロ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
ご
と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
価

格
（
投
資
信
託
約
款
に
定
め
る
評
価
方
法
及
び
基
準
に
よ
り
評
価
し
た
価

格
そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
て
公
正
と
認
め
ら
れ
る
価
格
を
い
う
。
次
号
ロ
に

お
い
て
同
じ
。
）

ハ

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
状
況
（
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
い
う
。
）

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
（
電
気
事
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業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認

定
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合

再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
特
定
契
約
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
（
特
定
供
給
者
（

同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
供
給
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
名
称
、
当
該
特
定
供
給
者
と
特
定
契
約
を
締
結
し
た
電
気
事
業
者

（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
事
業
者
を
い
う
。
以
下
ハ
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
調
達
価
格
（
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
調
達
価
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
調
達
期
間
（
同
項
に
規
定

す
る
調
達
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
当
該
特
定
契
約
に
関

す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の

構
造
、
現
況
そ
の
他
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要

な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

に
係
る
電
力
需
給
契
約
（
特
定
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
の
内
容
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
用
い
て
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
発
電
し
よ
う
と
す

る
者
（
特
定
供
給
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
以
下
「
供
給
者
」
と
い

う
。
）
の
名
称
、
当
該
供
給
者
と
電
力
需
給
契
約
を
締
結
し
た
電
気
事

業
者
の
名
称
、
当
該
電
力
需
給
契
約
に
基
づ
き
供
給
さ
れ
る
再
生
可
能
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エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
価
格
、
契
約
期
間
、

そ
の
他
当
該
電
力
需
給
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
い
う
。
）
、
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
構
造
、
現
況
そ
の
他
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項

ニ

特
定
供
給
者
又
は
供
給
者
に
関
す
る
事
項
（
事
業
の
内
容
、
財
務
の
状

況
、
収
益
の
状
況
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
に
従

事
す
る
人
員
の
状
況
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
運
営
の
実
績

そ
の
他
特
定
供
給
者
又
は
供
給
者
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
重
要
な
事

項
）

ホ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
認
定
発
電
設
備
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に

関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
基
準
へ
の
適
合
に
関

す
る
事
項

ヘ

当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
関
し
て
賃
貸
借
契
約
を
締
結

し
た
相
手
方
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
投
資
信
託
財
産
の
計
算
期
間
中
に

お
け
る
賃
料
収
入
、
契
約
満
了
日
、
契
約
更
改
の
方
法
、
保
証
金
そ
の
他

賃
貸
借
契
約
に
関
し
て
特
記
す
べ
き
事
項

ト

当
該
投
資
信
託
財
産
の
計
算
期
間
中
に
お
け
る
売
買
総
額

（
新
設
）

十
五

公
共
施
設
等
運
営
権
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
公
共
施
設
等
運
営
権
に
係
る
公
共
施
設
等
の
名
称
、
立
地
、
運
営

等
（
運
営
及
び
維
持
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
企
画
を
い
い
、
国
民

に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
含
む
。
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

内
容
及
び
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
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施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公

共
施
設
等
の
管
理
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称
並
び
に
当
該
公

共
施
設
等
運
営
権
の
存
続
期
間
そ
の
他
当
該
公
共
施
設
等
運
営
権
を
特
定

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

ロ

公
共
施
設
等
運
営
権
ご
と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
価
格

ハ

当
該
公
共
施
設
等
運
営
権
に
係
る
公
共
施
設
等
の
状
況
（
公
共
施
設
等

の
運
営
等
に
係
る
委
託
契
約
の
内
容
（
契
約
の
相
手
方
、
契
約
期
間
、
年

間
委
託
費
そ
の
他
当
該
契
約
に
関
し
て
特
記
す
べ
き
事
項
を
い
う
。
）
、

年
間
運
営
事
業
収
入
の
実
績
、
公
共
施
設
等
の
現
況
そ
の
他
公
共
施
設
等

運
営
権
の
価
格
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
を
い
う
。
）

ニ

公
共
施
設
等
の
運
営
等
に
係
る
委
託
契
約
の
相
手
方
に
関
す
る
事
項
（

事
業
の
内
容
、
財
務
の
状
況
、
収
益
の
状
況
、
当
該
公
共
施
設
等
の
運
営

等
に
従
事
す
る
人
員
の
状
況
、
公
共
施
設
等
の
運
営
等
の
実
績
そ
の
他
当

該
契
約
の
相
手
方
の
業
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
重
要
な
事
項
）

十
四

（
略
）

十
六

（
略
）

十
五

当
期
末
現
在
に
お
け
る
令
第
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
か
ら
第
八

十
七

当
期
末
現
在
に
お
け
る
令
第
三
条
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で

号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
資
産
又
は
そ
の
他
の
資
産
の
そ
れ
ぞ
れ
の
総
額
の
投

、
第
十
一
号
若
し
く
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
特
定
資
産
又
は
そ
の
他
の
資
産

資
信
託
財
産
総
額
に
対
す
る
比
率
（
同
条
第
一
号
の
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は

の
そ
れ
ぞ
れ
の
総
額
の
投
資
信
託
財
産
総
額
に
対
す
る
比
率
（
同
条
第
一
号

、
株
式
、
新
株
予
約
権
証
券
、
公
社
債
、
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
受
益

の
有
価
証
券
に
あ
っ
て
は
、
株
式
、
新
株
予
約
権
証
券
、
公
社
債
、
委
託
者

証
券
、
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
又
は
投
資
法
人
の
投
資
証
券
の
そ
れ
ぞ
れ

指
図
型
投
資
信
託
の
受
益
証
券
、
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
又
は
投
資
法
人

の
総
額
の
投
資
信
託
財
産
総
額
に
対
す
る
比
率
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。

の
投
資
証
券
の
そ
れ
ぞ
れ
の
総
額
の
投
資
信
託
財
産
総
額
に
対
す
る
比
率
。

）

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
六
～
二
十
五

（
略
）

十
八
～
二
十
七

（
略
）

２

当
該
投
資
信
託
財
産
に
つ
き
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
を
組
み
入
れ
て
い
る
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２

当
該
投
資
信
託
財
産
に
つ
き
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
を
組
み
入
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
に
つ
き
、
直
前
の
計
算
期
間
に
係

場
合
に
は
、
当
該
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
に
つ
き
、
直
前
の
計
算
期
間
に
係

る
前
項
第
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
併
せ
て
表
示
す

る
前
項
第
一
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
併
せ
て
表
示
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
親
投
資
信
託
の
総
額
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定

３

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
親
投
資
信
託
の
総
額
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定

す
る
令
第
三
条
第
八
号
に
掲
げ
る
特
定
資
産
の
価
格
、
同
項
第
十
五
号
に
規
定

す
る
令
第
三
条
第
八
号
に
掲
げ
る
特
定
資
産
の
価
格
、
同
項
第
十
七
号
に
規
定

す
る
投
資
信
託
財
産
総
額
に
対
す
る
比
率
及
び
同
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
基

す
る
投
資
信
託
財
産
総
額
に
対
す
る
比
率
及
び
同
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
基

準
価
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
不
動
産
、
不
動
産
の
賃
借
権
又
は
地
上
権
の
価

準
価
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
不
動
産
、
不
動
産
の
賃
借
権
又
は
地
上
権
の
価

格
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
第
八
号
ロ
に
規
定
す
る
価
格
を
使

格
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
第
八
号
ロ
に
規
定
す
る
価
格
を
使

用
す
る
も
の
と
す
る
。

用
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
の
要
旨
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

４

第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
の
要
旨
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
投
資
信
託
財
産
の
状
況
を
的
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

る
。
た
だ
し
、
投
資
信
託
財
産
の
状
況
を
的
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
表
示
に
当
た
っ
て
は
、
当
期
末
現
在
に

５

第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
事
項
の
表
示
に
当
た
っ
て
は
、
当
期
末
現
在
に

お
け
る
資
産
、
負
債
及
び
元
本
の
状
況
に
つ
い
て
は
第
二
節
の
規
定
に
よ
り
作

お
け
る
資
産
、
負
債
及
び
元
本
の
状
況
に
つ
い
て
は
第
二
節
の
規
定
に
よ
り
作

成
さ
れ
た
当
期
末
現
在
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
、
当
該
投
資
信
託
財
産
の
計

成
さ
れ
た
当
期
末
現
在
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
、
当
該
投
資
信
託
財
産
の
計

算
期
間
中
の
損
益
の
状
態
に
つ
い
て
は
第
三
節
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
当

算
期
間
中
の
損
益
の
状
態
に
つ
い
て
は
第
三
節
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
当

該
投
資
信
託
財
産
の
計
算
期
間
中
の
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
に
代
え
る
こ
と

該
投
資
信
託
財
産
の
計
算
期
間
中
の
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
二
条

第
九
条
の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
係
る
計
算
期
間

第
六
十
二
条

第
九
条
の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
係
る
計
算
期
間
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に
つ
い
て
、
第
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資

に
つ
い
て
、
第
十
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資

信
託
に
係
る
投
資
信
託
財
産
（
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
投
資
信
託
財
産
を

信
託
に
係
る
投
資
信
託
財
産
（
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
投
資
信
託
財
産
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
、
第
四
十

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
貸
借
対
照
表
に
つ
い
て
、
第
四
十

五
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
係
る
投

五
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
係
る
投

資
信
託
財
産
の
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
に
つ
い
て
、
第
五
十
五
条
の
二
か
ら

資
信
託
財
産
の
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
に
つ
い
て
、
第
五
十
五
条
の
二
か
ら

第
五
十
五
条
の
十
一
ま
で
（
第
五
十
五
条
の
九
第
四
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の

第
五
十
五
条
の
十
一
ま
で
（
第
五
十
五
条
の
九
第
四
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の

規
定
は
投
資
信
託
財
産
の
注
記
表
に
つ
い
て
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条

規
定
は
投
資
信
託
財
産
の
注
記
表
に
つ
い
て
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条

の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
係
る
投
資
信
託
財
産
の
附
属
明
細
表

の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
係
る
投
資
信
託
財
産
の
附
属
明
細
表

に
つ
い
て
、
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
（
同
条
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。

に
つ
い
て
、
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
（
同
条
第
一
項
第
二
号
を
除
く
。

）
の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
係
る
投
資
信
託
財
産
の
運
用
報
告

）
の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
係
る
投
資
信
託
財
産
の
運
用
報
告

書
に
つ
い
て
、
前
二
条
の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
係
る
外
貨
建

書
に
つ
い
て
、
前
二
条
の
規
定
は
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
に
係
る
外
貨
建

資
産
等
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

資
産
等
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
前
章
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
前
章
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
五
十
八
条
第
一
項
各

（
略
）

（
略
）

第
五
十
八
条
第
一
項
各

（
略
）

（
略
）

号
列
記
以
外
の
部
分

号
列
記
以
外
の
部
分
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第
五
十
八
条
第
一
項
第

第
十
一
条
第
一
項

第
五
十
四
条
第
一
項

第
五
十
八
条
第
一
項
第

第
十
一
条
第
一
項

第
五
十
四
条
第
一
項

十
八
号

に
お
い
て
準
用
す
る

十
六
号

に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
一
条
第
一
項

法
第
十
一
条
第
一
項

第
五
十
八
条
第
一
項
第

宅
地
建
物
取
引
業
者
を

宅
地
建
物
取
引
業
者

第
五
十
八
条
第
一
項
第

宅
地
建
物
取
引
業
者
を

宅
地
建
物
取
引
業
者

二
十
二
号

い
う

を
い
い
、
同
法
第
七

二
十
号

い
う

を
い
い
、
同
法
第
七

十
七
条
第
二
項
の
規

十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
宅
地
建
物

定
に
よ
り
宅
地
建
物

取
引
業
者
と
み
な
さ

取
引
業
者
と
み
な
さ

れ
る
信
託
会
社
（
宅

れ
る
信
託
会
社
（
宅

地
建
物
取
引
業
法
施

地
建
物
取
引
業
法
施

行
令
（
昭
和
三
十
九

行
令
（
昭
和
三
十
九

年
政
令
第
三
百
八
十

年
政
令
第
三
百
八
十

三
号
）
第
九
条
第
二

三
号
）
第
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
宅

項
の
規
定
に
よ
り
宅

地
建
物
取
引
業
者
と

地
建
物
取
引
業
者
と

み
な
さ
れ
る
信
託
業

み
な
さ
れ
る
信
託
業

務
を
兼
営
す
る
金
融

務
を
兼
営
す
る
金
融

機
関
及
び
銀
行
法
等

機
関
及
び
銀
行
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る

の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
百
十
七
号
）

法
律
第
百
十
七
号
）

附
則
第
十
一
条
の
規

附
則
第
十
一
条
の
規
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定
に
よ
り
な
お
従
前

定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
も
の
と

の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
、
引
き
続
き
宅

さ
れ
、
引
き
続
き
宅

地
建
物
取
引
業
を
営

地
建
物
取
引
業
を
営

ん
で
い
る
銀
行
並
び

ん
で
い
る
銀
行
並
び

に
宅
地
建
物
取
引
業

に
宅
地
建
物
取
引
業

法
第
七
十
七
条
第
一

法
第
七
十
七
条
第
一

項
の
政
令
で
定
め
る

項
の
政
令
で
定
め
る

信
託
会
社
を
含
む
。

信
託
会
社
を
含
む
。

）
を
含
む

）
を
含
む

第
五
十
八
条
第
一
項
第

不
動
産
特
定
共
同
事
業

不
動
産
特
定
共
同
事

第
五
十
八
条
第
一
項
第

不
動
産
特
定
共
同
事
業

不
動
産
特
定
共
同
事

二
十
三
号

者
を
い
う

業
者
を
い
い
、
同
法

二
十
一
号

者
を
い
う

業
者
を
い
い
、
同
法

第
四
十
六
条
第
二
項

第
四
十
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
不
動

の
規
定
に
よ
り
不
動

産
特
定
共
同
事
業
者

産
特
定
共
同
事
業
者

と
み
な
さ
れ
る
信
託

と
み
な
さ
れ
る
信
託

会
社
（
不
動
産
特
定

会
社
（
不
動
産
特
定

共
同
事
業
法
施
行
令

共
同
事
業
法
施
行
令

（
平
成
六
年
政
令
第

（
平
成
六
年
政
令
第

四
百
十
三
号
）
第
九

四
百
十
三
号
）
第
九

条
第
二
項
の
規
定
に

条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
不
動
産
特
定
共

よ
り
不
動
産
特
定
共
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同
事
業
者
と
み
な
さ

同
事
業
者
と
み
な
さ

れ
る
信
託
業
務
を
兼

れ
る
信
託
業
務
を
兼

営
す
る
金
融
機
関
及

営
す
る
金
融
機
関
及

び
銀
行
法
等
の
一
部

び
銀
行
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
附

を
改
正
す
る
法
律
附

則
第
十
二
条
の
規
定

則
第
十
二
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の

に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ

例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
、
引
き
続
き
不
動

れ
、
引
き
続
き
不
動

産
特
定
共
同
事
業
を

産
特
定
共
同
事
業
を

営
ん
で
い
る
銀
行
並

営
ん
で
い
る
銀
行
並

び
に
不
動
産
特
定
共

び
に
不
動
産
特
定
共

同
事
業
法
第
四
十
六

同
事
業
法
第
四
十
六

条
第
一
項
の
政
令
で

条
第
一
項
の
政
令
で

定
め
る
信
託
会
社
を

定
め
る
信
託
会
社
を

含
む
。
）
を
含
む

含
む
。
）
を
含
む

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
外
国
投
資
信
託
の
運
用
報
告
書
の
表
示
事
項
等
）

（
外
国
投
資
信
託
の
運
用
報
告
書
の
表
示
事
項
等
）

第
六
十
三
条

法
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定

第
六
十
三
条

法
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
外
国
投
資
信
託
に
係
る
投
資
信
託
財
産
（
令
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定

す
る
外
国
投
資
信
託
に
係
る
投
資
信
託
財
産
（
令
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
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に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
財
産
を

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
財
産
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
用
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
用
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

投
資
の
対
象
と
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
主
な
種
類

（
新
設
）

十
四

投
資
の
対
象
と
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
の
主
な
種
類

（
新
設
）

十
五

（
略
）

十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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改正案 現行 

別紙様式第１号（第57条関係） 

附 属 明 細 表 

第１～３ （略） 

第４ 不動産等明細表 （略） 

（表示上の注意） 

１ 「第７ 再生可能エネルギー発電設備等明細表」又は「第８ 公共施設等運営権等

明細表」の総括表に表示した土地その他の資産については表示しないこと。 

２～６ （略） 

第５・６ （略） 

第７ 再生可能エネルギー発電設備等明細表 

 総括表 

（単位：  ） 

資産の種類 当期首

残高 

当期増

加額 

当期減

少額 

当期末

残高 

減価償却累計額 

又は償却累計額 

差引当

期末残

高 

摘要 

 当 期 償

却額 

流

動

資

産 合計 

有

形

固

定

資

産 合計 

無

形

固

定

資

産 合計 

（表示上の注意） 

１ 再生可能エネルギー発電設備に付随して発電事業の用に供される土地その他の資産

についても表示すること。 

２ 「流動資産」、「有形固定資産」及び「無形固定資産」の欄は、貸借対照表に掲げ

られている科目の区分により表示すること。 

３ 「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄は、当

別紙様式第１号（第57条関係） 

附 属 明 細 表 

第１～３ （略） 

第４ 不動産等明細表 （略） 

（表示上の注意） 

 （新設） 

１～５ （略） 

第５・６ （略） 

（新設） 

○ 投 資 信 託 財 産 の 計 算 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 二 年 総 理 府 令 第 百 三 十 三 号 ）
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改正案 現行 

該資産の取得原価によって表示すること。 

４ 当期増加額、当期減少額について、その内容を注記すること。 

５ 同一の種類のものについて資産の総額の１％を超える額の増加又は減少があった場

合は、その事由を「摘要」欄に表示すること。 

６ 特別の事由により取得原価の修正が行われた場合には、当該再評価差額等について

は、「当期増加額」又は「当期減少額」の欄に内書（括弧書）として表示し、その増

減事由を摘要欄に表示すること。 

 再生可能エネルギー発電設備等の明細表 

設備の区分

等 

No

. 

名

称 

所

在

地 

地

域

地

区 

敷

地

面

積 

構

造 

認

定

日 

特

定

供

給

者

等

の

名

称 

特

定

契

約

の

相

手

方

等

の

名

称 

調

達

価

格

等 

調

達

期

間

等 

取

得

年

月

日 

取

得

価

額 

当

期

末

帳

簿

価

額 

担

保

の

状

況 

小計 ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ―   ― 

小計 ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ―   ― 

小計 ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ―   ― 

小計 ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ―   ― 

合計 ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ―   ― 

（表示上の注意） 

１ 再生可能エネルギー発電設備に付随して発電事業の用に供される土地その他の資産

についても表示すること。 

２ 「名称」欄には、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法第６条第１項の規定による経済産業大臣の認定を受けた際の申請書類に記載した



15

改正案 現行 

設備の名称等当該再生可能エネルギー発電設備を適切に表す名称を表示すること。 

３ 「所在地」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備及びこれに付随して発電事業

の用に供される土地その他の資産（以下 及び において「再生可能エネルギー発電

設備等」という。）の所在地（地割地番まで）を表示すること。 

４ 「地域地区」欄には、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に掲

げる用途地域の種類を表示すること。 

５ 「構造」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備の構造等（土地の場合、地目）

を表示すること。 

６ 「認定日」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備に該当する場

合に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第６条第

１項の規定による経済産業大臣の認定を受けた日（同条第４項の規定による変更の認

定があったときはその認定日及びその変更の内容並びに同条第５項の規定による変更

の届出を行ったときは、当該届出の受理日及びその変更の内容を含む。）を記載する

こと。 

７ 「特定供給者等の名称」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備

に該当する場合にあっては、特定供給者に該当する者の名称、それ以外の場合にあっ

ては、供給者に該当する者の名称を表示すること。 

８ 「特定契約の相手方等の名称」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発

電設備に該当する場合にあっては、特定契約の相手方の名称、それ以外の場合にあっ

ては、電力需給契約の相手方の名称を表示すること。 

９ 「調達価格等」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備に該当す

る場合にあっては、調達価格、それ以外の場合にあっては、電力需給契約に基づき供

給される再生可能エネルギー電気の１キロワット時当たりの価格を表示すること。 

10 「調達期間等」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備に該当す

る場合には、調達期間、それ以外の場合には、電力需給契約の契約期間を表示するこ

と。 

11 「取得年月日」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備等の取得年月日を表示す

ること。 

12 「敷地面積」、「取得価額」及び「当期末帳簿価額」欄の小計は、設備の区分等毎

の小計を表示すること。 

13 「担保の状況」欄には、当該再生可能エネルギー発電設備等を担保に供している場

合、その旨の表示をすること。 

14 「No.」欄は、「  再生可能エネルギー発電設備等の収益状況の明細」における当

該再生可能エネルギー発電設備の整理No.と一致させること。 

 再生可能エネルギー発電設備等の収益状況の明細 

 整理 No. 物件の名称 所在地 

再生可能エネ

ルギー発電設

備 
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改正案 現行 

土地 

建物 

再生可能エネ

ルギー発電設

備 

土地 

建物 

科目 第 期 

年 月 

～年 月 

第 期 

 年 月 

～ 年 月 

第 期 

 年 月 

～ 年 月 

第 期 

 年 月 

～ 年 月 

第 期 

 年 月 

～ 年 月 

賃貸事業

収入賃貸

料 

・・・・

・ 

賃貸事業

収入 小

計Ａ 

賃貸事業

費用 

公租公課 

（うち固

定 資 産

税） 

諸経費 

（ う

ち・・・

・） 

（ う

ち・・・

・） 

減価償却

費 

（ う

ち・・・

・） 

（ う

ち・・・
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改正案 現行 

・） 

・・・・ 

賃貸事業

費用 小

計 Ｂ 

再生可能

エネルギ

ー発電設

備賃貸事

業損益 

 Ａ－Ｂ 

（表示上の注意） 

１ 本表は、再生可能エネルギー発電設備ごとに作成すること。発電事業の用に供する

土地その他の資産を一体として賃貸している場合は、当該資産に係る収入及び費用に

ついても表示すること。再生可能エネルギー発電設備と土地その他の資産を一体的に

管理している場合は当該物件を一つの物件として作成することを妨げない。 

２ 過去５期分について作成すること。 

３ 諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費等を記載すること。 

４ 減価償却費には、機械・装置のほか当該再生可能エネルギー発電設備に係る建築

物、器具・備品等についても表示すること。 

第８ 公共施設等運営権等明細表 

 総括表 

（単位：  ） 

資産の種類 当期首

残高 

当期増

加額 

当期減

少額 

当期末

残高 

減価償却累計額 

又は償却累計額 

差引当

期末残

高 

摘要 

 当 期 償

却額 

流

動

資

産 合計 

有

形

固

定

資

産 合計 

無

形

（新設） 
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固

定

資

産 合計 

（表示上の注意） 

１ 公共施設等運営権、公共施設等運営権に係る公共施設等及び公共施設等運営権に係

る公共施設等の運営事業に付随して取得した土地その他の資産（以下 及び におい

て「公共施設等運営権等」という。）について表示すること。 

２ 「流動資産」、「有形固定資産」及び「無形固定資産」の欄は、貸借対照表に掲げ

られている科目の区分により表示すること。 

３ 「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄は、当

該資産の取得原価によって表示すること。 

４ 当期増加額及び当期減少額について、その内容を注記すること。 

５ 同一の種類のものについて資産の総額の１％を超える額の増加又は減少があった場

合は、その事由を「摘要」欄に表示すること。 

６ 特別の事由により取得原価の修正が行われた場合には、当該再評価差額等について

は、「当期増加額」又は「当期減少額」の欄に内書（括弧書）として表示し、その増

減事由を摘要欄に表示すること。 

 公共施設等運営権等の明細表 

No. 名称 公共施設等に関する事項 公共施設等運営権に関す

る事項 

所 在

地 

地 域

地区 

管 理

者 等

の 名

称 

公 共

施 設

等 の

運 営

に 係

る 委

託 契

約 の

相 手

方 の

名称 

構造 総 面

積 

存 続

期間 

取 得

年 月 

日 

取

得

価

額 

当

期

末

帳

簿

価

額 

担

保

の

状 

況 

（表示上の注意） 
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１ 公共施設等運営権に係る公共施設等の運営事業に付随して取得した土地その他の資

産がある場合には、当該資産についても、「No.」、「名称」、「所在地」、「地域地

区」、「構造」、「総面積」、「取得年月日」、「取得価額」、「当期末帳簿価額」

及び「担保の状況」の欄に表示すること。 

２ 「所在地」欄には、当該公共施設等の所在地（地割地番まで）を表示すること。 

３ 「地域地区」欄には、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる用途地域の種類を表

示すること。 

４ 「管理者等の名称」欄には、当該公共施設等の管理者等の名称を表示すること。 

５ 「構造」欄には、当該公共施設等の構造（土地の場合、地目）を表示すること。 

６ 「存続期間」欄には、当該公共施設等運営権の存続期間（始期及び終期）を記載す

ること。 

７ 「取得年月日」欄には、当該公共施設等運営権の取得年月日を表示すること。 

８ 「担保の状況」欄には、当該公共施設等運営権を担保に供している場合、その旨の

表示をすること。 

９ 「No.」欄は、「  公共施設等運営権等の収益状況の明細」における当該公共施設

等運営権の整理No.と一致させること。 

 公共施設等運営権等の収益状況の明細 

 整理 No. 物件の名称 所在地 

公共施設等運

営権 

土地 

建物 

公共施設等運

営権 

土地 

建物 

科目 第 期 

年 月 

～年 月 

第 期 

 年 月 

～ 年 月 

第 期 

 年 月 

～ 年 月 

第 期 

 年 月 

～ 年 月 

第 期 

 年 月 

～ 年 月 

公共施設

等運営事

業収入 

・・・・

・ 

公共施設

等運営事

業収入  
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小計Ａ 

運営事業

費用 

公租公課 

（うち固

定 資 産

税） 

諸経費 

（ う

ち・・・

・） 

（ う

ち・・・

・） 

減価償却

費又は償

却費 

（ う

ち・・・

・） 

（ う

ち・・・

・） 

・・・・ 

公共施設

等運営事

業費用  

小計 Ｂ

公共施設

等運営事

業損益 

 Ａ－Ｂ 

（表示上の注意） 

１ 本表は、公共施設等運営権ごとに作成すること。公共施設等運営権に係る公共施設

等の運営事業に付随して取得した土地その他の資産がある場合には当該資産について

も表示すること。 

２ 過去５期分について作成すること。 

３ 諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費等を記載すること。 

４ 減価償却費又は償却費には、公共施設等運営権のほか運営事業に付随して取得した

資産等についても表示すること。 
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５ 運営事業費用に、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律第20条に規定する費用が含まれる場合には、金額及びその内訳を欄外に記載する

こと。

第９・10 （略） 第７・８ （略）


